
介護サービス事業者経営情報の報告について

兵庫県福祉部高齢政策課
介護基盤整備班

令和7年度
介護保険サービス事業者等集団指導説明資料

1



介護保険法改正により、令和６年度から原則すべての介護サービス事業者は経営情報等を都道府県知事へ報告することが義
務付けられました。都道府県知事は収集した情報を分析し、その結果を公表する制度が創設されました。

厚労省社会保障審議会介護保険部会資料（R5.12.7）より抜粋・加工

介護サービス事業者の経営情報の制度概要①
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厚労省社会保障審議会介護保険部会資料（R5.12.7）より抜粋・加工

介護サービス事業者の経営情報の制度概要②
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経営情報データベースと介護サービス情報公表システムの比較
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報告の対象となる介護サービス事業者

以下の介護サービス事業所、施設が報告の対象となります。
ただし、「当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万
円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当
な理由があるもの」は対象外となります。
また、（※）のサービスは、医療みなし、施設みなし指定を受けている事業所で、みなし指定を
受けた日から1年が経過していない事業所は対象外になります。
居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外です。

•訪問介護
•（介護予防）訪問入浴介護
•（介護予防）訪問看護（※）
•（介護予防）訪問リハビリテーション（※）
•通所介護
•（介護予防）通所リハビリテーション（※）
•（介護予防）短期入所生活介護
•（介護予防）短期入所療養介護（※）
（介護保険法施行規則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く）
•（介護予防）特定施設入居者生活介護
（養護老人ホームに係るものを除く）
•（介護予防）福祉用具貸与
•特定（介護予防）福祉用具販売
•定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
（養護老人ホームに係るものを除く）
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
・居宅介護支援
・介護福祉施設サービス
・介護保健施設サービス
・介護医療院サービス
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介護サービス事業者の経営情報の報告スケジュール

初年度報告（令和6年度報告）〆切は以下のとおりでした。
令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する場合 ：令和7年3月末まで
令和7年1月1日以降に会計年度が終了する場合：会計年度の終了後3月以内
※次年度以降の締め切りは、「会計年度の終了後3月以内」です。

（ご注意ください）

都道府県知事は、介護サービス事業者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を
行い、又はその報告の内容を是正を命ずることができます。（介護保険法第１１５条４４の２第６項）

また、命令に従わないときは、指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力を停止することができます。
（介護保険法第１１５条４４の２第８項）
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報告の方法

①報告を行うにはGビズID（gBizIDプライム）のアカウント取得が必要となります。

②介護サービス事業者経営情報データベースシステムでご報告ください。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login（外部サイトへリンク）

(2)

(1) (3)

(4)
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詳細については、厚生労働省や兵庫県のページ等をご覧ください。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/kaigokeieijyouhou.html

※マニュアルやQ＆Aについても記載があります。
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現在、介護サービス事業者経営情報のシステム
は改修のため停止しています。

システム再開の際には
厚生労働省や兵庫県のホームページに掲載し、兵庫県高齢政策課
からお知らせのメールも送付します。
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